
（別紙１）業務フロー 



業務フロー一覧（８０フロー）

頁番号
1 障害者福祉 02 身体障害者手帳 01 新規交付申請

02 再交付申請（紛失・破損）
03 再交付申請（等級変更・障害部位追加等）
04 記載事項変更（氏名・住所等）届出
05 転出
06 返還届・死亡
07 再認定

03 療育手帳 01 新規交付申請
02 再交付申請（紛失・破損）
03 記載事項変更（氏名・住所等）届出
04 再交付申請（程度変更）
05 転出
06 返還届・死亡
07 再判定

04 01 新規交付申請
02 再交付申請（紛失・破損）
03 記載事項変更（氏名・住所等）届出
04 変更申請（等級変更）
05 返還届出・死亡・転出
06 更新申請

05 国制度手当 01 認定請求～認定
02 手当支払
03 変更届（氏名・住所・口座等の変更）
04 資格喪失
05 現況届
06 有期認定
07 一時差止
08 年齢到達

06 障害福祉サービス等 01 介護給付費支給申請
（受給者管理） 02 訓練等給付費支給申請

03 地域相談支援給付費支給申請
04 児童通所支援給付費支給申請
05 計画相談・障害児相談支援給付費支給申請
06 モニタリング管理（実施の報告・期間等の変更）
07 支給決定
08 変更申請（支給量・障害支援区分変更・負担上限額変更）
09 記載事項変更（氏名・住所・計画相談事業所変更等）
10 受給者証の再交付
11 更新申請勧奨
12 年齢到達
13 支給決定取消
14 国保連受給者異動
15 認定調査
16 医師意見書
17 一次判定／二次判定（審査会）

07 障害福祉サービス等 01 市町村審査・支払
（給付管理） 02 高額障害福祉サービス費

03 過誤申立
08 自立支援医療 01 新規申請

（更生医療） 02 記載事項変更（氏名・住所・保険等）

03
変更申請（医療の具体的方針の変更・再認定・医療機関追加変更・負
担上限額変更）

04 再交付申請（紛失・破損）
05 公費負担医療管理
06 更新申請
07 返還（死亡等）

09 自立支援医療 01 新規申請
（育成医療） 02 記載事項変更（氏名・住所・保険等）

03
変更申請（医療の具体的方針の変更・再認定・医療機関追加変更・負
担上限額変更）

04 再交付申請（紛失・破損）
05 公費負担医療管理
06 更新申請
07 返還（死亡等）

10 自立支援医療 01 新規申請
（精神通院医療） 02 記載事項変更（氏名・住所・保険等）

03 変更申請（医療機関変更・負担上限額変更）
04 再交付申請（紛失・破損）
05 更新申請
06 返還（死亡等）

11 補装具 01 支給決定
02 補装具費支給

12 特別児童扶養手当 01 認定請求～認定
02 資格喪失
03 所得状況届
04 有期認定
05 変更届（氏名・住所・口座・再交付申請・証書亡失届等）
06 額改定請求
07 年齢到達
08 一時差止
09 手当支払
10 受給証明

82

91

99

102

精神障害者保健福祉手
帳

21

30

42

64

72

区分 大分類 小分類
1

11



障害者福祉システム

業務フロー【改定履歴】

版数 改定日 主な改定理由 改定箇所
改定区分

（追加／削除／変更）

第2.1版 令和5年3月31日 第2.1版公開 － －

12.特別児童扶養手当＞01.認定請求～認定 変更

12.特別児童扶養手当＞02.資格喪失 変更

12.特別児童扶養手当＞03.所得状況届 変更

12.特別児童扶養手当＞04.有期認定 変更

12.特別児童扶養手当＞05.変更届（氏名・住所・
口座等）

変更

12.特別児童扶養手当＞06.額改定請求 変更

12.特別児童扶養手当＞10.受給証明 追加

第3.0版 令和6年3月29日 特別児童扶養手当証書の廃止に伴う省令改正対応



住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 02 身体障害者手帳 小分類 01 新規交付申請

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

交付申請書
等

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

判定結果書類の
受領

進達用書類の送付

判定結果書類

判定結果の登録
障害者福祉
システム

却下の場合 認定の場合

却下通知書

却下通知書の送付

A

進達書類の送付

判定結果の受領

システムから進達リスト
等を印刷する

申請情報登録

進達リスト等

【コメント】
（身体障害者手帳フローの共通事項）
・指定都市、中核市、権限移譲市区町
村においては、都道府県等への進達は
行わず、判定処理の実施や手帳作成等
を実施しているが、一般市区町村事務
を主として記載しているため、判定処
理や手帳印刷処理は割愛している。

・指定都市における読み替え
障害者福祉担当課を区役所や支所、都
道府県等を本庁・更生相談所等と読み
替えること。また判定結果の登録を更
生相談所で行っている場合等も適宜読
み替えること。

不備書類がある場合、必要に
応じて不備書類を入力の上、
再提出依頼をする。

・交付決定となった対象者に
関しては手帳も送付される

却下通知書は都道府県から送
付されたものを本人に送る
※権限移譲自治体は必要に応
じてシステムより出力する

保留とする場合は、各自治体
で必要な処理（対象者に再申
請を促す等）を行う

不備書類による差し戻しがあ
る場合、申請者に再提出依頼
し、再度進達をする。

1



住民 都道府県 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 02 身体障害者手帳 小分類 01 新規交付申請

A

必要に応じて交付
（再交付）決定通

知書等の送付

手帳の交付

交付（再交付）
決定通知等の送付

手帳の受領

交付（再交付）
決定通知書等

必要に応じて交付
（再交付）決定通

知書等の作成

障害者福祉
システム

交付（再交付）決定通知書
交付（再交付）について

手帳（紙様式）

手帳（カード様式）の場合
外部委託で手帳を作成するために用
意した機能「CSVファイル作成及び
写真画像ファイルのダウンロード機
能」を利用し手帳を作成する。

上記帳票は、権限移譲されていない
自治体は都道府県から送付されたも
のを本人に送る

手帳交付時に本人に受領
確認として書類に署名を
してもらう

2



住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 02 身体障害者手帳 小分類 02 再交付申請（紛失・破損）

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

再交付
申請書等

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

手帳の受領

進達用書類の送付

身障手帳

受領結果の登録

A

進達書類の送付

手帳の受領

申請情報登録

必要に応じて交付
証明書の発行

障害者福祉
システム

交付証明書

交付証明書

進達リスト等

障害者福祉
システム

【コメント】
・都道府県により、市町村窓口にて手帳
を即日再交付する場合もある。

・指定都市においては、区役所窓口で即
日手帳を交付する場合もある。

【コメント】
・市区町村において、所持証明書として
出力しお渡しする場合もある。

・交付証明書のタイトルや公印、問合せ
先は自治体の運用に合わせて設定変更し
対応する。

不備書類がある場合、必要に
応じて不備書類を入力の上、
再提出依頼をする。

3



住民 都道府県 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 02 身体障害者手帳 小分類 02 再交付申請（紛失・破損）

A

必要に応じて交付
（再交付）につい

て等の送付

手帳の交付

交付（再交付）についての送付

手帳の受領

交付（再交付）
について

必要に応じて交付
（再交付）につい

て等の作成

障害者福祉
システム

交付（再交付）について
手帳（紙様式）等

手帳（カード様式）の場合
外部委託で手帳を作成するために用
意した機能「CSVファイル作成及び
写真画像ファイルのダウンロード機
能」を利用し手帳を作成する。

上記帳票は、権限移譲されていない
自治体は都道府県から送付されたも
のを本人に送る

手帳交付時に本人に受領
確認として書類に署名を
してもらう

4



住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 02 身体障害者手帳 小分類 03
再交付申請

（等級変更・障害部位追加等）

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

再交付
申請書等

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

進達用書類の送付

進達書類の送付

判定結果書類の受領

申請情報登録

判定結果書類の
受領

判定結果書類

判定結果の登録
障害者福祉
システム

却下の場合 認定の場合

却下通知書の送付

A

進達リスト等

却下通知書

不備書類がある場合、必要に
応じて不備書類を入力の上、
再提出依頼をする。

却下通知書は都道府県から送
付されたものを本人に送る
※権限移譲自治体は必要に応
じてシステムより出力する

保留とする場合は、各自治体
で必要な処理（対象者に再申
請を促す等）を行う

不備書類による差し戻しがあ
る場合、申請者に再提出依頼
し、再度進達をする。

5



住民 都道府県 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 02 身体障害者手帳 小分類 03
再交付申請

（等級変更・障害部位追加等）

A

必要に応じて交付
（再交付）決定通

知書等の送付

手帳の交付

交付（再交付）決定通知書等の送付

手帳の受領

交付（再交付）
決定通知書等

必要に応じて交付
（再交付）決定通

知書等の作成

障害者福祉
システム

交付（再交付）決定通知書
交付（再交付）について

手帳（紙様式）等

手帳（カード様式）の場合
外部委託で手帳を作成するために用
意した機能「CSVファイル作成及び
写真画像ファイルのダウンロード機
能」を利用し手帳を作成する。

上記帳票は、権限移譲されていない
自治体は都道府県から送付されたも
のを本人に送る

手帳交付時に本人に受領
確認として書類に署名を
してもらう

6



住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 02 身体障害者手帳 小分類 04
記載事項変更

（氏名・住所等）届出

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

記載事項
変更届

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

進達用書類の送付

進達書類の送付

届出情報登録

進達リスト等

転入に伴う記載事項
変更の届出か？

必要に応じて更生
指導台帳の送付依

頼文書作成

必要に応じて依頼
文の送付

更生指導台帳の受
領

不備書類がある場合、必要に応
じて不備書類を入力の上、再提
出依頼をする。

届出受理時に手帳へ記載事項変
更内容を記載して本人に渡す

YES NO

居住地変更
通知書

障害者福祉
システム

居住地変更通知書

【転入の場合】
・転入者が所持されている手帳情報を入力する。
・新たな手帳を交付する場合は、再交付日や新たな手帳番号等を
入力後、「交付（再交付）について」、「手帳（紙様式）」を出
力し、お渡しする。
・新たな手帳がカード様式の場合、外部委託で手帳を作成するため

に用意した機能「CSVファイル作成及び写真画像ファイルのダウンロー

ド機能」を利用し手帳を作成する。
・その他必要な事務処理を行う。

【コメント】
・本フローは氏名・住所変更等の記載
事項変更に関するフローとなってい
る。住所変更は同一都道府県内の市区
町村（指定都市・中核市を除く）から
の転入に伴う住所変更を含む。

【コメント】
更生指導台帳は市区
町村間で送付・受領
している。

居住地変更通知書は、指定都市・中核市・権限移譲市区町村を除
く市区町村では作成しない。

7



住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 02 身体障害者手帳 小分類 05 転出

依頼文受理

障害者福祉
システム

更生指導台帳の
送付

更生指導台帳
送付の依頼文

必要に応じて進達
用書類の作成

障害者福祉
システム

進達書類一式

必要に応じて進達
用書類の送付

進達書類の送付

転出情報の登録、
更生指導台帳作成

進達リスト等

減異動となるためシステムへ
入力し、必要に応じて更生指
導台帳等を印刷する

転出先市区町村から更生指
導台帳の送付依頼連絡を受
ける

更生指導台帳

【コメント】
・転出届の届出により転出情報の登録をする。

・転出先の都道府県等からの通知で転出を把握する
場合もある。

・転出の住基異動情報で把握する場合もある。

・更生指導台帳に関する事務が無い自治体もある。

更生指導台帳等

更生指導台帳の送付

【コメント】
更生指導台帳は市区町村間
で送付・受領している。

8



住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 02 身体障害者手帳 小分類 06 返還届・死亡

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

返還届

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

進達用書類の送付

進達書類の送付

届出情報登録

進達リスト等

【コメント】
・住基の異動情報より把握し、
死亡情報を登録する場合も含む

不備書類がある場合、必要に
応じて不備書類を入力の上、
再提出依頼をする。

9



住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 02 身体障害者手帳 小分類 07 再認定

障害者福祉
システム

必要に応じて再認
定対象者の抽出

必要に応じてお知
らせ通知の送付

お知らせ通知

【コメント】
・お知らせ通知を都道府県で作成し
市区町村へ送付される場合は、都道
府県作成のお知らせ通知を対象者へ
送付するフローとなる

・お知らせ通知送付後の処理は「再
交付申請（等級変更・障害部位追加
等）」と概ね同様となる

10



住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 03 療育手帳 小分類 01 新規交付申請

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

交付申請書
等

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

判定結果書類の
受領

進達用書類の送付

判定結果書類

判定結果の登録
障害者福祉
システム

却下の場合 交付決定の場合

却下通知書

却下通知書の送付

A

進達書類の送付

判定結果の受領

申請情報登録

進達リスト等

【コメント】
（療育手帳フローの共通事項）
・指定都市、権限移譲市区町村において
は、都道府県等への進達は行わず、判定
処理の実施や手帳作成等を実施している
が、一般市区町村事務を主として記載し
ているため、判定処理や手帳印刷処理は
割愛している。

・指定都市における読み替え
障害者福祉担当課を区役所や支所、都道
府県等を本庁・更生相談所・児童相談所
等と読み替えること。また判定結果の登
録を更生相談所・児童相談所で行ってい
る場合等も適宜読み替えること。

【コメント】
・本フローは他都道府県、又は同
一都道府県内の指定都市・児童相
談所を設置する中核市からの転入
申請も含む。

【コメント】
18歳未満は児童相談所へ申請
し、判定結果等が担当課へ送付
される自治体もある。

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報も入力して、
再提出依頼をする。

却下通知書は都道府県から送
付されたものを本人に送る
※権限移譲自治体は必要に応
じてシステムより出力する

都道府県に直接申請する場合
等、判定結果の登録から行う
自治体もある

不備書類による差し戻しがあ
る場合、申請者に再提出依頼
し、再度進達をする。

システムから出力せずに対応
する場合もある。
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住民 都道府県 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 03 療育手帳 小分類 01 新規交付申請

A

必要に応じて交付
決定通知書等の送

付

手帳の交付

交付決定通知書等の送付

手帳の受領

交付決定通知書等

必要に応じて交付
決定通知書等の作

成

障害者福祉
システム

交付決定通知書
交付（再交付）について

手帳（紙様式）等

転入に伴う新規交付
申請か？

必要に応じて更生
指導台帳の送付依

頼文書作成

必要に応じて依頼
文の送付

更生指導台帳の受
領

YES NO

居住地変更通知書
更生指導台帳の送付

について

障害者福祉
システム

居住地変更通知書
更生指導台帳の送付について

手帳（カード様式）の場合
外部委託で手帳を作成するた
めに用意した機能「CSVファ
イル作成及び写真画像ファイ
ルのダウンロード機能」を利
用し手帳を作成する。

上記帳票は、権限移譲されて
いない自治体は都道府県から
送付されたものを本人に送る

更生指導台帳送付依頼のタ
イミングは手帳交付前の場
合もある
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住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 03 療育手帳 小分類 02 再交付申請（紛失・破損）

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

再交付・
再判定

申請書等

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

手帳の受領

進達用書類の送付

療育手帳

受領結果の登録

A

進達書類の送付

手帳の受領

申請情報登録

必要に応じて交付
証明書の発行

障害者福祉
システム

交付証明書

交付証明書

進達リスト等

障害者福祉
システム

【コメント】
・都道府県により、市町村窓口にて手帳
を即日再交付する場合もある。

・指定都市においては、区役所窓口で即
日手帳を交付する場合もある。

【コメント】
・市区町村において、所持証明書として
出力しお渡しする場合もある。

・交付証明書のタイトルや公印、問合せ
先は自治体の運用に合わせて設定変更し
対応する。

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報を入力の上、
再提出依頼をする。

システムから出力せずに対
応する場合もある
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住民 都道府県 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 03 療育手帳 小分類 02 再交付申請（紛失・破損）

A

必要に応じて交付
（再交付）につい

ての送付

手帳の交付

交付（再交付）についての送付

手帳の受領

交付（再交付）について

必要に応じて交付
（再交付）につい

て等の作成

障害者福祉
システム

交付（再交付）について
手帳（紙様式）等

手帳（カード様式）の場合
外部委託で手帳を作成するため
に用意した機能「CSVファイル
作成及び写真画像ファイルのダ
ウンロード機能」を利用し手帳
を作成する。

上記帳票は、権限移譲されてい
ない自治体は都道府県から送付
されたものを本人に送る
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住民 障害者福祉担当課都道府県等

に
つ

い
て

区分 1 障害者福祉 大分類 03 療育手帳 小分類 03
記載事項変更

（氏名・住所等）届出

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

記載事項
変更届

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

進達用書類の送付

進達書類の送付

届出情報登録

【コメント】
・本フローは氏名・住所変更等の
記載事項変更に関するフローとな
っている。なお、住所変更は同一
都道府県内の市町村（政令市・児
童相談所を設置する中核市を除
く）からの転入に伴う住所変更も
含む。

進達リスト等

転入に伴う記載事項
変更の届出か？

必要に応じて更生
指導台帳の送付依

頼文書作成

必要に応じて依頼
文の送付

更生指導台帳の受
領

YES NO

居住地変更
通知書

【コメント】
・住民の希望等により、再交
付を行う場合がある。

障害者福祉
システム

居住地変更通知書

【コメント】
更生指導台帳は市区
町村間で送付・受領
している。

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報を入力の上、
再提出依頼をする。

届出受理時に手帳へ記載事項
変更内容を記載して本人に渡

す

システムから出力せずに対
応する場合もある
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住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 03 療育手帳 小分類 04 再交付申請（程度変更）

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

再交付・
再判定

申請書等

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

進達用書類の送付

進達書類の送付

判定結果書類の受領

申請情報登録

判定結果書類の
受領

判定結果書類

判定結果の登録
障害者福祉
システム

却下の場合 交付決定の場合

却下通知書の送付

A

進達リスト等

却下通知書

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報を入力の上、
再提出依頼をする。

【コメント】
・都道府県に直接申請する場合
等、判定結果の登録から行う自治
体もある。

・再判定として実施し程度変更で
行っていない自治体もある。

【コメント】
対象者の年齢により、18歳未満は児
童相談所、18歳以上は知的障害者更
生相談所への進達となる。

【コメント】
18歳未満は児童相談所へ申請
し、判定結果等が担当課へ送付
される自治体もある。

却下通知書は都道府県から送
付されたものを本人に送る
※権限移譲自治体は必要に応
じてシステムより出力する

不備書類による差し戻しがあ
る場合、申請者に再提出依頼
し、再度進達をする。

システムから出力せずに対応
する場合もある。
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住民 都道府県 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 03 療育手帳 小分類 04 再交付申請（程度変更）

A

必要に応じて交付
決定通知書等の送

付

手帳の交付

交付決定通知書等の送付

手帳の受領

交付決定通知書等

必要に応じて交付
決定通知書等の作

成

障害者福祉
システム

交付決定通知書
交付（再交付）について

手帳（紙様式）等

手帳（カード様式）の場合
外部委託で手帳を作成するために用
意した機能「CSVファイル作成及び
写真画像ファイルのダウンロード機
能」を利用し手帳を作成する。

上記帳票は、権限移譲されていない
自治体は都道府県から送付されたも
のを本人に送る

17



住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 03 療育手帳 小分類 05 転出

依頼文受理

障害者福祉
システム

更生指導台帳の
送付

更生指導台帳
送付の依頼文

必要に応じて進達
用書類の作成

障害者福祉
システム

進達書類一式

必要に応じて進達
用書類の送付

進達書類の送付

転出情報の登録、
更生指導台帳作成

進達リスト等

減異動となるためシステムへ
入力し、必要に応じて更生指
導台帳を印刷する

転出先市区町村から更生指
導台帳の送付依頼連絡を受
ける

更生指導台帳

更生指導台帳の送付

更生指導台帳等

【コメント】
・転出届の届出により転出情報の登録をする。

・転出先の都道府県等からの通知で転出を把握する
場合もある。

・転出の住基異動情報で把握する場合もある。

・更生指導台帳に関する事務が無い自治体もある。

【コメント】
更生指導台帳は市区町村間
で送付・受領している。

システムから出力せずに対
応する場合もある
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住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 03 療育手帳 小分類 06 返還届・死亡

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

返還届

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

進達用書類の送付

進達書類の送付

届出請情報登録

進達リスト等

【コメント】
・住基の異動情報より把握し、
死亡情報を登録する場合も含む

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報を入力の上、
再提出依頼をする。

システムから出力せずに対
応する場合もある
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住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 03 療育手帳 小分類 07 再判定

障害者福祉
システム

必要に応じて再判
定対象者の抽出

必要に応じてお知
らせ通知の送付

お知らせ通知

【コメント】
・再判定時期が近付いている対象者
に対してお知らせ通知を送付する。

・お知らせ通知送付後の処理は「再
交付（程度変更）」と同様となる。

【コメント】
・対象者抽出及び対象者へのお知ら
せ通知を都道府県が行っており、市
区町村で行っていないケースもあ
り。ただし、行っていない都道府県
もあり。
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住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 04 精神障害者保健福祉手帳 小分類 01 新規交付申請

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

申請書等

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

判定結果書類の
受領

進達用書類の送付

判定結果書類

判定結果の登録
障害者福祉
システム

却下の場合
認定の場合

却下通知書

却下通知書の送付

A

進達書類の送付

判定結果の受領

申請情報登録

【コメント】
（精神障害者保健福祉手帳フローの共通
事項）
・政令指定都市、権限移譲市区町村にお
いては、都道府県等への進達は行わず、
判定処理の実施や手帳作成等を実施して
いるが、一般市区町村事務を主として記
載しているため、判定処理や手帳印刷処
理は割愛している。

・指定都市における読み替え
障害者福祉担当課を区役所や支所、都道
府県等を本庁・精神保健福祉センター等
と読み替えること。また判定結果の登録
を精神保健福祉センターで行っている場
合等も適宜読み替えること。

進達リスト等

【コメント】
・本フローは他都道府県、又は同
一都道府県内の指定都市からの転
入申請も含むが、この場合は都道
府県等での判定事務は含まない。

・年金証書等の写しによる申請の
場合は、判定事務は含まない。

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報を入力の上、
再提出依頼をする。

却下通知書は都道府県から送
付されたものを本人に送る
※権限移譲自治体は必要に応
じてシステムより出力する

不備書類による差し戻しがあ
る場合、申請者に再提出依頼
し、再度進達をする。
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住民 都道府県 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 04 精神障害者保健福祉手帳 小分類 01 新規交付申請

A

必要に応じて交付
決定通知書等の送

付

手帳の交付

交付決定通知書等の送付

手帳の受領

交付決定通知書等

必要に応じて交付
決定通知書等の作

成

障害者福祉
システム

交付決定通知書
交付（再交付）について

手帳（紙様式）等

手帳（カード様式）の場合
外部委託で手帳を作成するために用
意した機能「CSVファイル作成及び
写真画像ファイルのダウンロード機
能」を利用し手帳を作成する。

上記帳票は、権限移譲されていない
自治体は都道府県から送付されたも
のを本人に送る・電話連絡による通知の市区

町村もあり
・都道府県から対象者へ通知
するケースもあり

手帳の交付は、窓口の他に郵送
による自治体もある
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 04 精神障害者保健福祉手帳 小分類 02 再交付申請（紛失・破損）

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

記載事項変更
届・再発行
申請書等

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

手帳の受領

進達用書類の送付

精神障害者
保健福祉手帳 受領結果の登録

A

進達書類の送付

手帳の受領

申請情報登録

必要に応じて交付
証明書の発行

障害者福祉
システム

交付証明書

交付証明書

進達リスト等

障害者福祉
システム

【コメント】
・都道府県により、市町村窓口にて手帳
を即日再交付する場合もある。

・指定都市においては、区役所窓口で即
日手帳を交付する場合もある。

【コメント】
・市区町村において、所持証明書として
出力しお渡しする場合もある。

・交付証明書のタイトルや公印、問合せ
先は自治体の運用に合わせて設定変更し
対応する。

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報を入力の上、
再提出依頼をする。
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住民 都道府県等 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 04 精神障害者保健福祉手帳 小分類 02 再交付申請（紛失・破損）

A

必要に応じて交付
（再交付）につい

ての送付

手帳の交付

交付（再交付）についての送付

手帳の受領

交付（再交付）について

必要に応じて交付
（再交付）につい

て等の作成

障害者福祉
システム

交付（再交付）について
手帳（紙様式）等

手帳（カード様式）の場合
外部委託で手帳を作成するために用
意した機能「CSVファイル作成及び
写真画像ファイルのダウンロード機
能」を利用し手帳を作成する。

上記帳票は、権限移譲されていない
自治体は都道府県から送付されたも
のを本人に送る

電話連絡による通知の市区町
村もあり

手帳の交付は、窓口の他に郵送
による自治体もある
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住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 04 精神障害者保健福祉手帳 小分類 03
記載事項変更

（氏名・住所等）届出

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

記載事項変更
届・再発行
申請書等

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

進達用書類の送付

進達書類の送付

変更情報登録

【コメント】
・本フローは氏名・住所変更等の記載事
項変更に関するフローとなっている。な
お、住所変更は同一都道府県内の市区町
村（指定都市を除く）からの転入に伴う
住所変更を含む。

進達リスト等

【コメント】
・住民の希望等により、再交
付を行う場合がある。

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報を入力の上、
再提出依頼をする。

届出受理時に手帳へ記載事項変更

内容を記載して本人に渡す
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 04 精神障害者保健福祉手帳 小分類 04 変更申請（等級変更）

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

申請書等

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

進達用書類の送付

進達書類の送付

判定結果書類の受領

申請情報登録

判定結果書類の
受領

判定結果書類

判定結果の登録
障害者福祉
システム

却下の場合 認定の場合

却下通知書の送付

A

却下通知書

進達リスト等

【コメント】
・年金証書等の写しによる申請の
場合は、判定事務は含まない。

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報を入力の上、
再提出依頼をする。

却下通知書は都道府県から送
付されたものを本人に送る
※権限移譲自治体は必要に応
じてシステムより出力する

不備書類による差し戻しがあ
る場合、申請者に再提出依頼
し、再度進達をする。
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住民 都道府県等 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 04 精神障害者保健福祉手帳 小分類 04 変更申請（等級変更）

A

必要に応じて交付
決定通知書等の送

付

手帳の交付

交付決定通知書等の送付

手帳の受領

交付決定通知書等

障害者福祉
システム

交付決定通知書
交付（再交付）について

手帳（紙様式）等

必要に応じて交付
決定通知書等の作

成

手帳（カード様式）の場合
外部委託で手帳を作成するために
用意した機能「CSVファイル作成
及び写真画像ファイルのダウンロ
ード機能」を利用し手帳を作成す
る。

上記帳票は、権限移譲されていな
い自治体は都道府県から送付され
たものを本人に送る・電話連絡による通知の市区

町村もあり
・都道府県から対象者へ通知
するケースもあり

手帳の交付は、窓口の他に郵送
による自治体もある
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住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 04 精神障害者保健福祉手帳 小分類 05 返還届出・死亡・転出

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

返還届

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

進達用書類の送付

進達書類の送付

届出情報登録

進達リスト等

【コメント】
・転出届の届出により転出情報の登録をする。ただ
し、転出届の提出を求めていない市区町村もある。

・転出先の都道府県等からの通知で転出を把握する
場合もある。

・転出の住基異動情報で把握する場合もある。

・更生指導台帳に関する事務が無い自治体もある。

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報を入力の上、
再提出依頼をする。
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住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 04 精神障害者保健福祉手帳 小分類 06 更新申請

障害者福祉
システム

必要に応じて更新
対象者の抽出

必要に応じてお知
らせ通知の送付

お知らせ通知

【コメント】
・更新時期が近付いている対象者に対
してお知らせ通知を送付する。

・お知らせ通知の送付自体を行ってい
ない市区町村もある。
　この場合の更新申請のフローは「変
更申請（等級変更）」と同様となる。

・自立支援医療受給者証（精神通院）
と同時に通知する対象者を抽出し、同
時用の通知も可能としている。

「変更申請（等級変更）」
と同様のフローとなる。
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住民 障害者福祉担当課医師等

区分 1 障害者福祉 大分類 05 国制度手当 小分類 01 認定請求～認定

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

認定請求書等

申請情報登録

障害の程度認定に医師等
の判断が必要か

YES

NO

審査の依頼を実施

認定審査又は審査
依頼結果の確認

認定するか

NO YES

却下情報の登録、
却下通知書の作成

障害者福祉
システム

却下通知書

却下通知書の送付

却下通知書
A

審査結果の受領

【コメント】
・転入の場合は、医師等への
審査依頼は行わず、転入前福
祉事務所へ受給者台帳の送付
依頼を行う。

・都道府県へ確認する場合も
あり。

【コメント】
・権限移譲されていない町村の場
合は、申請書類を都道府県へ進達
する業務フローが基本となる。所
得審査の実施、都道府県作成の認
定通知書の送付も行う場合あり。

・不備書類がある場合、必要
に応じて不備情報を入力の
上、再提出依頼をする。

・公的給付支給等口座の利用
の意思がある場合は、情報提
供ネットワークシステムを通
じて公金受取口座情報を取得
し、障害者福祉システムに口
座情報を登録すること。
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住民 医師等 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 05 国制度手当 小分類 01 認定請求～認定

A

所得審査の実施、
認定情報の登録

障害者福祉
システム

所得基準を満たし
ているか

YES

NO

認定通知書・支給
停止通知書の作成

障害者福祉
システム

認定通知書
支給停止通知書

認定通知書・支給
停止通知書の送付

認定通知書
支給停止通知書

認定通知書の作成

障害者福祉
システム

認定通知書
認定通知書の送付

認定通知書

【コメント】
・転入の場合は、必要に応じ
て認定通知書に代えて支給開
始決定通知書を作成、送付す
る。

【コメント】
・物価変動率に基づく所得判定に係る所得制限
限度額の改定に対して、所得審査に対応できる
こと。

障害程度の認定基準は満たし
ているため、認定通知書と支
給停止通知書を作成する
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住民 障害者福祉担当課会計部門等

区分 1 障害者福祉 大分類 05 国制度手当 小分類 02 手当支払

支払情報の確認
障害者福祉
システム

支払情報の確定
障害者福祉
システム

支出情報の登録、
作成

障害者福祉
システム

支出情報

支払通知書の送付

支出情報の提出

支払通知書

口座振込依頼書
支出内訳書

支払用データ 振込不能
連絡あり YES

NO

A

・支払額・支払対象者・口座情報等
の確認を行う。

・公的給付支給等口座の利用者は、
情報提供ネットワークシステムを通
じて公金受取口座登録システムから
公金受取口座情報を自動で取得し、
給付金等の振込先口座として利用で
きること。

【コメント】
・指定都市における読み替え
支払情報の確認は区役所、支払情報の
確定や支出情報の出力は本庁、といっ
た部署をまたいだ処理を行っている場
合は適宜読み替えること。

・権限移譲されていない町村の場合
は、当業務フローは該当しない。

【コメント】
・当業務フローは、定例払のほかに随
時払も含めている。

・物価変動率に基づく手当月額の改定
に対して、支払額に反映できること。

財務会計システムにて直接支払情報
を入力する（会計課へ支払データの
提出は行わない）場合もある。

支払い通知書を送付

しない場合もある。

・支払通知書
・口座振込依頼書
・支払内訳書

・支払用データ

支払情報に問題がなければ

支払情報を確定させる。
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住民 障害者福祉担当課会計部門等

区分 1 障害者福祉 大分類 05 国制度手当 小分類 02 手当支払

A

振込先の確認
障害者福祉
システム

振込先の更新
障害者福祉
システム

支出情報の出力
障害者福祉
システム

支出情報
支出情報の提出

口座振込依頼書
支出内訳書

支払用データ

【コメント】
・口座払いの不能が解消できない場合は、窓口払いとする
こと。

・組戻し（返納時の過払い月の支給額と調整や過払い分の
次期払い調整など）は、調整入力を行った後、次期定例払
いもしくは随時払いでの対応となる。

申請書等とシステム内容の突
合をする。（必要に応じて申

請者へも確認をする）

・口座振込依頼書
・支払内訳書

・支払用データ

財務会計システムにて直接
支払情報を入力する（会計
課へ支払データの提出は行

わない）場合もある。
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住民 障害者福祉担当課医師等

区分 1 障害者福祉 大分類 05 国制度手当 小分類 03
変更届

（氏名・住所・口座等の変更）

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

変更届

届出情報登録

氏名・住所・口座変
更等に伴う変更届

【コメント】
・権限移譲されていない町村の場
合は、変更届書類を都道府県へ進
達するフローとなる。

・不備書類がある場合、必要
に応じて不備情報を入力の
上、再提出依頼をする。

・口座変更の場合、公的給付
支給等口座の利用の意思があ
る場合は、情報提供ネットワ
ークシステムを通じて公金受
取口座情報を取得し、障害者
福祉システムに口座情報を登
録すること。
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住民 障害者福祉担当課医師等

区分 1 障害者福祉 大分類 05 国制度手当 小分類 04 資格喪失

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

資格喪失届

届出情報登録

未払い額の支払い

【コメント】
・市区町村システムでは、死亡・
転出の住基異動情報等を把握し
て、職権にてシステムに減異動の
登録をする場合もある。

・障害児福祉手当受給者が20歳と
なった場合、届出に基づかずとも
職権で資格喪失処理を行う。

障害者福祉
システム

必要に応じて資格
喪失通知書の作成

資格喪失通知書
必要に応じて資格
喪失通知書の送付

資格喪失通知書

【コメント】
未支払いの手当があり、未支払
手当請求書も合わせて提出され
た場合は、当請求書の処理も含
む。

未支払手当請求書が提出
されているか

YES

NO

【コメント】
権限移譲されていない町村の場合
は、資格喪失届書類を都道府県へ
進達するフローとなる。また、都
道府県で作成した資格喪失通知書
を町村から対象者へ送付する場合
もある。

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報を入力の上、
再提出依頼をする。

資格喪失年月時点で未払い額がある場合、
随時払いを行う。
※支払処理は「手当支払」フローと同じ
また、財務会計システムにて直接支払情報
を入力する場合もある。
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住民 障害者福祉担当課会計部門等

区分 1 障害者福祉 大分類 05 国制度手当 小分類 05 現況届

所得状況届送付対
象者の確認

送付帳票の作成
障害者福祉
システム

書類の送付

所得状況届等の受
領

障害者福祉
システム

所得状況届提出
に関するご案内等

所得状況届提出
に関するご案内

所得状況届等

A

所得状況届が提出
されたか

YES
NO

不備がある場合、
再提出依頼

一時差止

【コメント】
権限移譲されていない町村の場合
は、対象者から提出された所得状
況届書類を都道府県へ進達するフ
ローとなる。

必要に応じて督促
通知書の作成

障害者福祉
システム

所得状況届
督促通知書

必要に応じて書類
の送付

所得状況届
督促通知書

業務フロー「07 
一時差止」に続くマイナンバーを利用し

たマイナポータル（ぴ
ったりサービス）によ
る所得状況届の提出を
含む
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住民 障害者福祉担当課会計部門等

区分 1 障害者福祉 大分類 05 国制度手当 小分類 05 現況届

A

所得審査の実施、
決定情報の登録

障害者福祉
システム

所得要件を満たし
ているか

YES

NO

支給停止通知書の
作成

障害者福祉
システム

支給停止通知書支給停止通知書の
送付

支給停止
通知書

前年度の所得審査
で支給要件を満た

していたか？

YES

NO

支給停止解除通知
書の作成

障害者福祉
システム

支給停止解除通知書
支給停止解除通知

書の送付

支給停止
解除通知書

所得審査は、提出された
所得状況届により行う。
必要に応じて所得状況関
係連名簿によっても行
う。
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住民 障害者福祉担当課医師等

区分 1 障害者福祉 大分類 05 国制度手当 小分類 06 有期認定

有期認定対象者の
抽出

お知らせ通知の
作成

障害者福祉
システム

お知らせ通知の
送付

診断書の受領

認定審査の実施

障害者福祉
システム

診断書提出の
お知らせ通知

お知らせ通知

診断書

A

診断書が
提出されたか

YES
NO

障害者福祉
システム

【コメント】
権限移譲されていない町村の場合
は、提出される診断書を都道府県
へ進達する業務フローが基本とな
る。都道府県作成のお知らせ通知
や再認定通知書を対象者へ送付す
る場合もあり。

不支給登録

正当な理由なく、命令に従わ
ずに診断書を提出しない場合
は不支給情報を登録する。有
期認定年月より遅れた月数は
支給しないため、診断書提出
による不支給解除となるまで
不支給を管理する。

必要に応じて診断書を同封
する。
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住民 障害者福祉担当課医師等

区分 1 障害者福祉 大分類 05 国制度手当 小分類 06 有期認定

A

認定するか

YES

NO

喪失の登録、資格
喪失通知書の作成

障害者福祉
システム

資格喪失通知書資格喪失通知書の
送付

資格喪失
通知書

認定情報の登録、
再認定通知書の作

成

障害者福祉
システム

再認定通知書再認定通知書の
送付

再認定通知書

審査の依頼を実施

審査依頼結果の
確認

審査結果の受領

必要に応じて医師
等への審査依頼

都道府県へ審査依頼する場合
もある
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住民 障害者福祉担当課会計部門等

区分 1 障害者福祉 大分類 05 国制度手当 小分類 07 一時差止

必要に応じて差止
情報の登録

必要に応じて一時
差止通知書の作成

障害者福祉
システム

一時差止通知書の
送付

障害者福祉
システム

一時差止通知書

一時差止通知書

【コメント】
・差止処理後に現況届や所得状況届が提
出され、かつ支給要件を満たしていた場
合は差止解除処理を行い、一時差止解除
通知書を送付する。
なお、現況届未提出者が提出した結果、
支給要件を満たしていなかった場合は、
差止解除をするとともに支給停止処理を
行う。

・差止が解除された場合、差止期間中の
手当額は次回定例払いで支払を行うが、
本人の希望により必要に応じて随時払い
も行う。

【コメント】
権限移譲されていない町村の場合
は、基本的に当フローは該当しな
い。ただし、都道府県作成の一時
差止通知書や一時差止解除通知書
を対象者へ送付する場合はあり。

現況届・所得状況届未提出等の
場合に差止情報の登録をする。
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住民 障害者福祉担当課会計部門等

区分 1 障害者福祉 大分類 05 国制度手当 小分類 08 年齢到達

必要に応じて20歳
到達対象者の抽出

必要に応じてお知
らせ通知の作成

障害者福祉
システム

お知らせ通知の
送付

障害者福祉
システム

お知らせ通知

【コメント】
・本フローは障害児福祉手当のみ
が該当するフローとなる。

【コメント】
権限移譲されていない町村の場合
は、基本的に当フローは該当しな
い。ただし、都道府県作成の20歳
到達による資格喪失通知書を対象
者へ送付する場合はあり。

お知らせ通知

20歳到達に伴い障害児福祉手当
の資格を喪失する旨、及び特別
障害者手当の申請を促すお知ら
せ通知となるが、障害者福祉シ
ステムからは窓空き宛名もしく

は宛名シールの出力となる
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住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 01 介護給付費支給申請

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

支給申請書等

サービス等利用計画
の提出依頼書作成

障害者福祉
システム

サービス等利用計画案
提出依頼書

サービス等利用計
画案の提出依頼

申請情報登録

サービス等利用計画案
提出依頼書

障害児に係る支給申請か？
（ただし、重度訪問介護を除く）

YES NO

支給決定

A

同行援護の支給申請のみ、か
つ支援区分の判定不要か？

YES

支給決定

NO

概況調査・勘案事
項等の調査

認定調査・意見書・審査会は障害者
福祉システムと一体型のシステムや
判定ソフト、審査会システム等を用
いて運用。

認定調査 医師意見書

一次判定
二次判定(審査会)

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報も入力して、
再提出依頼をする。

必要に応じてサ
ービス等利用計
画案提出依頼書
を出力する。

必要に応じて、利用者負担額
減額・免除申請をする。

概況調査・勘案事
項等の調査

転入による支給申請の場
合、転入前市町村が発行
した障害支援区分認定証
明書にて障害支援区分が
把握可能なため、判定処
理は行わない。
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住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 01 介護給付費支給申請

A

障害者福祉
システム

認定通知書の作成

障害支援区分
認定通知書

認定通知書の送付

支給決定

障害支援区分
認定通知書

障害支援区分認定通知書を支
給決定通知書と同時に発行す
る運用の場合は、ここでは発
行せず、支給決定時に決定通
知書等とあわせて発行する。
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住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 02 訓練等給付費支給申請

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

支給申請書等

サービス等利用計画
の提出依頼書作成

障害者福祉
システム

サービス等利用計画案
提出依頼書

サービス等利用計
画案の提出依頼

申請情報登録

サービス等利用計画案
提出依頼書

認定調査・意見書・審査会は障害者
福祉システムと一体型のシステムや
判定ソフト、審査会システム等を用
いて運用。

A

認定調査 医師意見書

一次判定
二次判定(審査会)

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報も入力して、
再提出依頼をする。

必要に応じてサ
ービス等利用計
画案提出依頼書
を出力する。

必要に応じて、利用者負担額
減額・免除申請をする。

支援区分の判定不要か？

支給決定

概況調査・勘案事
項等の調査

YES

NO

転入による支給申請の場合、
転入前市町村が発行した障害
支援区分認定証明書にて障害
支援区分が把握可能なため、
判定処理は行わない。

障害支援区分の認定を要
しない場合、一次判定

（スコア判定）のみ実施

障害支援区分の認定を要
する場合のみ実施
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住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 02 訓練等給付費支給申請

A

障害者福祉
システム

認定通知書の作成

障害支援区分
認定通知書

認定通知書の送付

支給決定

障害支援区分
認定通知書

障害支援区分認定通知書を支
給決定通知書と同時に発行す
る運用の場合は、ここでは発
行せず、支給決定時に決定通
知書等とあわせて発行する。
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住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 03 地域相談支援給付費支給申請

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

支給申請書等

サービス等利用計画
の提出依頼書作成

障害者福祉
システム

サービス等利用計画案
提出依頼書

サービス等利用計
画の提出依頼

申請情報登録

サービス等利用計画案
提出依頼書

支給決定

認定調査

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報も入力して、
再提出依頼をする。

必要に応じてサ
ービス等利用計
画案提出依頼書
を出力する。

必要に応じて、利用者負担額
減額・免除申請をする。
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申請情報登録

住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 04 児童通所支援給付費支給申請

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

支給申請書等

障害児支援利用計画
案提出依頼書の作成

障害者福祉
システム

障害児支援利用計画案
提出依頼書

障害児支援利用計画
案提出依頼書の送付

障害児支援利用計画案
提出依頼書

勘案事項等の調査

障害児支援利用
計画案の受領

A

障害児支援
利用計画案

必要に応じて、利用者負担額
減額・免除申請をする。 不備書類がある場合、必要に

応じて不備情報も入力して、
再提出依頼をする。

必要に応じてサ
ービス等利用計
画案提出依頼書
を出力する。

47



住民 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 04 児童通所支援給付費支給申請

児童通所支援給付費
の支給決定または利
用者負担額減額・免
除の決定を行うか？

NO YES

却下決定通知書の
作成

障害者福祉
システム

却下決定通知書

支給決定通知書等
の作成

障害者福祉
システム

支給決定通知書
受給者証等

却下決定通知書の
送付

却下決定通知書

支給決定通知書等
の送付

支給決定通知書
受給者証等

A

医療型児童発達支援を支
給決定する場合は、肢体
不自由児通所医療受給者

証も作成する。
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住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 05
計画相談・障害児相談支援給付費支

給申請

申請受理

不備書類の確認

計画相談支援
支給申請書等

障害者福祉
システム

支給決定情報の登
録

サービス等利用計
画案の提出依頼

サービス等利用計画案
提出依頼書

計画相談支援
支給通知書

計画相談支援支給
通知書の送付

計画相談支援
支給通知書
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住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 06
モニタリング管理（実施の報告・期

間等の変更）

報告書の受理

障害者福祉
システム

モニタリング
報告書

報告状況の登録

YES NO

モニタリング期間等を見直すか？

A

事業者からのモニタリング報
告書を確認し、提出登録を行
う。
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住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 06
モニタリング管理（実施の報告・期

間等の変更）

届出書の受理

障害者福祉
システム

サービス利用
計画案等

モニタリング期間
等の変更

モニタリング期間変更通知書
受給者証

A

変更通知書等の作
成

変更通知書等の送
付

モニタリング期間
変更通知書
受給者証

障害者福祉
システム

モニタリング期間等に変更が
ある場合、変更内容を入力す
る。
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住民 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 07 支給決定

サービス利用意向
の聴取

サービス等利用計
画案等の受領

サービス等利用
計画案、又は
セルフプラン

介護給付費等の支給決定
または利用者負担額減
額・免除の決定を行う
か？

NO YES

却下決定通知書の
作成

障害者福祉
システム

却下決定通知書

支給決定通知書等
の作成

障害者福祉
システム

支給決定通知書
受給者証等

却下決定通知書の
送付

却下決定通知書

支給決定通知書等
の送付

支給決定通知書
受給者証等

・療養介護の支給決定をする
場合は、療養介護受給者証も
作成する
・地域相談支援給付の支給決
定をする場合は、地域相談支
援受給者証を作成する

訓練等給付を支給決定する場合は、
暫定支給決定となる場合がある。暫
定支給決定期間のみ支給決定した場
合は、暫定支給決定期間が切れる前
に本支給決定有無の判断を行う。

障害支援区分認定通知
書を支給決定通知書と
同時発行する場合は、
障害支援区分認定通知

書も出力する。
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住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 08
変更申請（支給量・障害支援区分変更・負

担上限額変更）

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

変更申請書等

申請情報登録

支給量変更
または

負担上限額に関する事
項の変更の場合

障害支援区分変更
の場合

変更決定するか？

YES NO

障害者福祉
システム

却下通知書の作成

A

障害者福祉
システム

変更決定通知書等
の作成

変更決定通知書
受給者証

決定通知書等の
送付

変更決定通知書
受給者証

却下通知書
却下通知書の

送付

却下通知書

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報も入力して、

再提出依頼をする。

負担上限額等の
判定

障害者福祉
システム

サービス等利用計画
の提出依頼書作成

障害者福祉
システム

サービス等利用計画案
提出依頼書

サービス等利用計
画案の提出依頼

サービス等利用計画案
提出依頼書

サービス等利用計
画案等の受領

サービス等利用
計画案、又は
セルフプラン

必要に応じてサ
ービス等利用計
画案提出依頼書
を出力する。
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住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 08
変更申請（支給量・障害支援区分変更・負

担上限額変更）

障害支援区分が変更される
か？

YES NO

A

障害者福祉
システム

障害支援区分認定変
更通知書等の作成

障害支援区分認定
変更通知書
受給者証

障害者福祉
システム

障害支援区分認定
変更通知書の作成

障害支援区分認定
変更通知書

障害支援区分認定変
更通知書等の作成

障害支援区分認定
変更通知書の送付

障害支援区分認定
変更通知書
受給者証

障害支援区分認定
変更通知書

認定調査 医師意見書

一次判定
二次判定(審査会)

支援区分に変更がない
旨の認定通知書を作成
する

支給決定

支給決定

支給量の変更を伴わない申し
出の場合は、当該申し出に基
づいて具体的な状況等に関し
聞き取り等を行い、改めて障
害支援区分の認定を行うこと

が相当か判断する。
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住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 09
記載事項変更（氏名・住所・計画相談支援

事業所変更等）

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

変更届出書等

届出情報登録

障害者福祉
システム

受給者証印刷

受給者証

受給者証の交付

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報も入力して、

再提出依頼をする。
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住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 10 受給者証の再交付

再交付申請

受給者証の印刷

受給者証

障害者福祉
システム

受給者証

受給者証の再交付

再交付
申請書等

不備書類の確認

必要に応じて、受給者証
を回収する。
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住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 11 更新申請勧奨

支給期間等が切れ
る対象者の抽出

障害者福祉
システム

障害者福祉
システム

お知らせ通知の
作成

お知らせ通知
支給申請書等

お知らせ通知の
送付

お知らせ通知
支給申請書等

【コメント】
本フローは支給期間、障害支援区分
の認定期間、負担上限額の有効期間
が切れる対象者を抽出して、更新申
請の勧奨通知を送付するフローであ
る。

支給期間、障害支援区分認定
期間、負担上限額の有効期間

が切れる対象者を抽出する
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住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 12 年齢到達

年齢到達者の抽出 障害者福祉
システム

障害者福祉
システム

お知らせ通知の
作成

お知らせ通知
お知らせ通知の

送付

お知らせ通知

【コメント】
本フローは18歳到達者への障害福祉
サービス等への切り替え、65歳到達
者への介護保険への切り替え等のお
知らせを送るフローである。

18歳到達者、又は65歳到達者
の抽出を行う。
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住民 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 13 支給決定取消

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

取消の届出等

申請情報登録

障害者福祉
システム

取消通知書の作成

取消通知書
転出による取消、かつ障
害支援区分認定者か？

NO YES

障害者福祉
システム

障害支援区分認定
証明書の作成

障害支援区分
認定証明書

通知書等の送付

通知書の送付

取消通知書

取消通知書
障害支援区分認定証明書

【コメント】
・市区町村システムでは、死亡・
転出の住基異動情報等を把握し
て、職権にてシステムに減異動の
登録をするケースもある。

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報も入力して、

再提出依頼をする。
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国保連合会 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 14 国保連受給者異動

受給者台帳作成

内容確認

受給者台帳送付

異動連絡票等

障害者福祉
システム

障害者福祉
システム

送付

異動連絡票等

国保連システムでの取
込エラー修正時は訂正
連絡票を出力する
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住民 障害者福祉担当課委託事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 15 認定調査

調査員割当
確認・登録

調査依頼書・
調査票作成

障害者福祉
システム

調査依頼書
調査票

障害者福祉
システム

認定調査依頼

認定調査

委託あり 委託なし

調査結果受領

調査結果登録

訪問

送付

送付

認定調査結果確認

障害者福祉
システム

調査依頼書
調査票

調査票

調査票

認定調査は、障害者福祉システムの他
に判定ソフトや審査会システムの利用
があるため、利用するシステムは適宜
読み替えること。

【認定調査委託料の支払い】
認定調査済の対象者を一覧で確認（必
要に応じてEUC機能を利用）し、委託料
の支払いに必要な情報を整理した後、
財務会計システム等にて支払いする。

＜結果の主な登録方法＞
OCRでの登録
システムへの直接登録

HCI220を利用して、認定
調査情報を判定ソフトか
ら障害者福祉システムに
引き渡す方法もある

調査依頼書については
委託の場合のみに使用
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住民 障害者福祉担当課医療機関

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 16 医師意見書

作成依頼書等作成

医師意見書
作成依頼

障害者福祉
システム

作成依頼書
医師意見書

医師意見書作成料
請求書

医師意見書
登録

医師意見書
等受領

障害者福祉
システム

作成依頼書
医師意見書

医師意見書作成料
請求書

送付

送付

医師意見書
医師意見書作成料

請求書

医師意見書
確認

医師意見書は、障害者福祉システムの
他に判定ソフトや審査会システムの利
用があるため、利用するシステムは適
宜読み替えること。

【意見書作成料の支払い】
意見書入手済の対象者を一覧で確認（必
要に応じてEUC機能を利用）し、作成料
の支払いに必要な情報を整理した後、財
務会計システム等にて支払いする。

＜結果の主な登録方法＞
OCRでの登録
システムへの直接登録
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住民 障害者福祉担当課審査員

区分 1 障害者福祉 大分類 06 障害福祉サービス等 小分類 17 一次判定／二次判定（審査会）

審査会
日程登録

障害者福祉
システム

判定ソフトの組込
型による一次判定

障害者福祉
システム

審査会
割当登録

審査会資料等
作成・確認

障害者福祉
システム

障害者福祉
システム

審査会資料等
送付

送付

審査会資料等

審査会実施

審査結果等登録
障害者福祉
システム

審査会資料等

一次判定／二次判定（審査会）は、障害
者福祉システムの他に判定ソフトや審査
会システムの利用があるため、利用する
システムは適宜読み替えること。

訓練等給付のみ等により障害支援
区分の判定を要しない場合

NO

YES

（事務局用・審査員用）
審査会資料

審査会対象者一覧

【審査員報酬の支払い】
二次審査済の対象者を一覧で確認（必要に応じてEUC機能を利用）し、報酬の支払い
に必要な情報を整理した後、財務会計システム等にて支払いする。

＜再調査の場合＞
二次判定結果が再調査の場合、認定調査
あるいは医師意見書を再度実施する。

HCI250を利用して、審査会結
果入力後の判定情報を判定ソ
フトから障害者福祉システム
に引き渡す方法もある

HCI230を利用して、一次判
定等後の判定情報を判定ソ
フトから障害者福祉システ
ムに引き渡す方法もある

年度当初に対応する
場合もある

審査会資料を確認し
必要に応じて修正す
る
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国保連 障害者福祉担当課会計課

区分 1 障害者福祉 大分類 07 給付管理 小分類 01 市町村審査・支払

一次審査結果
資料等取込

障害者福祉
システム

一次審査結果
資料等

市町村二次審査 障害者福祉
システム

返戻はあるか？

YES NO

審査結果一覧情報
作成

障害者福祉
システム 審査結果情報作成 障害者福祉

システム

審査結果一覧情報
審査結果情報審査結果一覧情報

送付

審査結果情報送付

審査結果
一覧情報

審査結果一覧

一次審査結果確認

A
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国保連 障害者福祉担当課会計課

区分 1 障害者福祉 大分類 07 給付管理 小分類 01 市町村審査・支払

請求書情報受領

請求書情報

支出情報作成

請求内容確認

財務会計
システム

支出情報提出

支出情報

請求書情報

A
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住民 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 07 給付管理 小分類 02 高額障害福祉サービス費

申請書等受領

申請書等受領

過去申請なし 過去申請あり

申請情報登録 障害者福祉
システム

申請書等

A

対象者確認

申請書等

勧奨通知作成

申請情報変更 障害者福祉
システム

障害者福祉
システム

送付

勧奨通知等送付
送付

送付

勧奨通知
申請書等

勧奨通知
申請書等

介護保険等の給付
実績管理

高額対象者抽出 障害者福祉
システム

障害者福祉
システム

【コメント】
本フローは障害者総合支援法施行令第43
条の５項１項に規定する高額障害福祉サ
ービス等給付費（以下「既存高額」とい
う。）に関するフローとなる。
既存高額の「高額対象者抽出」、「決定
通知書等作成」等、処理の一部を国保連
合会に委託可能であるが、当業務フロー
は委託を行っていない自治体を例として
記載している。

申請内容に変更
がある場合

高額障害福祉サービス費を算定す
る上で介護保険等、他制度の実績
を障害者福祉システムへ入力する

過去に申請がある場合にお
いて、本人からの申請を省
略する場合は「過去申請あ
り」の処理となる。

勧奨等を実施せず、本人
の申請に基づき処理を行
う場合は、「申請書等受
領」から処理を行う。

口座変更の場合、
公的給付支給等口
座の利用の意思が
ある場合は、情報
提供ネットワーク
システムを通じて
公金受取口座情報
を取得し、障害者
福祉システムに口
座情報を登録する
こと。

公的給付支給等口座の利
用の意思がある場合は、
情報提供ネットワークシ
ステムを通じて公金受取
口座情報を取得し、障害
者福祉システムに口座情
報を登録すること。
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住民 障害者福祉担当課会計部門

決定通知書送付

区分 1 障害者福祉 大分類 07 給付管理 小分類 02 高額障害福祉サービス費

A

支給審査

支給決定情報登録

障害者福祉
システム

決定通知書等作成

送付

決定通知書

障害者福祉
システム

決定通知書
支払用データ

障害者福祉
システム

支払用データ送付

支払用データ

公的給付支給等口座の利用
者は、情報提供ネットワー
クシステムを通じて公金受
取口座情報を一括取得し、
相違を確認の上、相違があ
れば障害者福祉システムに

登録すること。
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住民 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 07 給付管理 小分類 02 高額障害福祉サービス費

届出書等受領

届出書・
委任状等

A

届出書・委任状等
の作成

届出書情報の登録 障害者福祉
システム

障害者福祉
システム

送付

届出書等送付
送付

届出書・委任状等

障害者福祉
システム

【コメント】
本フローは障害者総合支援法施行令第43条
の５項６項に規定する高額障害福祉サービ
ス等給付費（以下「新高額」という。）に
関するフローとなる。
新高額の「介護保険の給付実績管理」、
「新高額算定」、「算定結果登録」、「決
定通知書等作成」等、処理の一部を国保連
合会に委託可能であるが、当業務フローは
委託を行っていない自治体を例として記載
している。

届出書・委任状等

支給要件の確認

障害者福祉
システム

支給資格判定結果
の登録

抽出された候補者
情報の確認

支給要件該当
候補者の抽出

支給要件に該当する可能性のある対象者
（65歳到達前日の所得区分、障害支援区
分や過去5年間の介護相当障害福祉サービ
スの支給決定状況等を勘案）の抽出する
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住民 障害者福祉担当課
会計
部門

区分 1 障害者福祉 大分類 07 給付管理 小分類 02 高額障害福祉サービス費

A

新高額算定

算定結果登録 障害者福祉
システム

B

申請書等受領

申請書等受領

過去申請なし 過去申請あり

申請情報登録 障害者福祉
システム

対象者確認

勧奨通知作成

申請情報変更

障害者福祉
システム

勧奨通知等送付

勧奨通知
申請書等

送付

送付

障害者福祉
システム

送付

勧奨通知
申請書等

申請書等

申請書等

介護保険の給付実
績管理

障害者福祉
システム

申請内容に変更
がある場合

過去に申請がある場合にお
いて、本人からの申請を省
略する場合は「過去申請あ
り」の処理となる。

新高額障害福祉サービス費を
算定する上で必要な介護保険
の給付費明細情報を登録す
る。

届出書等の情報から支給対象
と確定した対象者に対して新
高額の算定処理を行う。

口座変更の場合、公
的給付支給等口座の
利用の意思がある場
合は、情報提供ネッ
トワークシステムを
通じて公金受取口座
情報を取得し、障害
者福祉システムに口
座情報を登録するこ
と。

公的給付支給等口座の利
用の意思がある場合は、
情報提供ネットワークシ
ステムを通じて公金受取
口座情報を取得し、障害
者福祉システムに口座情
報を登録すること。
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住民 障害者福祉担当課会計部門

決定通知書送付

区分 1 障害者福祉 大分類 07 給付管理 小分類 02 高額障害福祉サービス費

B

支給審査

支給決定情報登録

障害者福祉
システム

決定通知書等作成

送付

決定通知書

障害者福祉
システム

決定通知書
支払用データ

障害者福祉
システム

支払用データ送付

支払用データ

公的給付支給等口座の利用
者は、情報提供ネットワー
クシステムを通じて公金受
取口座情報を一括取得し、
相違を確認の上、相違があ
れば障害者福祉システムに

登録すること。
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国保連 障害者福祉担当課事業者

区分 1 障害者福祉 大分類 07 給付管理 小分類 03 過誤申立

申立書受領
送付

申立書等

申立情報登録 障害者福祉
システム

申立情報作成

申立情報送付

障害者福祉
システム

送付

申立情報等

申立情報等

市町村審査に
よる過誤か？ NO

YES

過誤申立書
作成依頼

市町村審査による過誤の
場合、事業者に過誤申立

書の作成を依頼する
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 08 更生医療 小分類 01 新規申請

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

申請書等

申請情報登録

所得判定の実施
障害者福祉
システム

判定依頼書の作成
障害者福祉
システム

判定依頼書類一式

判定結果書類の
受領

判定依頼書類
一式の送付

判定結果書類

認定結果の登録
障害者福祉
システム

判定結果の受領

判定依頼書
調査書

A

【コメント】
・指定都市、権限移譲市区町村に
おいては権限委譲により、都道府
県等への判定依頼は行わず、判定
処理の実施をしているが、更生医
療フロー共通事項として一般市区
町村事務を主として記載してるい
るため、判定処理等は割愛してい
る。

・指定都市における読み替え
障害者福祉担当課を区役所や支
所、都道府県を本庁や更生相談所
と読み替えること。また判定結果
の登録を本庁や更生相談所で行っ
ている場合等も適宜読み替えるこ
と。

都道府県の更生相談所へ
判定依頼書類一式を送付

判定依頼が必要な場合

不備書類がある場合、不備
情報も入力して、再提出依

頼をする。

重度かつ継続に該当せず、
一定所得以上の場合は却下
通知書を出力する。
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 08 更生医療 小分類 01 新規申請

却下の場合
認定の場合

却下通知書

障害者福祉
システム

却下通知書の作成

却下通知書の送付

A

受給者証等の作成
障害者福祉
システム

却下通知書

受給者証
自己負担額上限管理票
認定決定通知書 等

受給者証等の送付

受給者証
自己負担上限額管理票

認定決定通知書

必要により「支給認定決
定のお知らせ」を医療機
関へ送付する
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 08 更生医療 小分類 02
記載事項変更

（氏名・住所・保険等）

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

届出書等

届出情報登録

受給者証の印刷
障害者福祉
システム

受給者証の交付
受給者証

受給者証

不備書類がある場合、不備情
報も入力して、再提出依頼を
する。

【コメント】
・保険変更に伴い負担上限額の見直しが
必要な場合は「03 変更申請（医療の具
体的方針の変更・再認定・医療機関追加
変更・負担上限額変更）」のフローの流
れになる。

受給者証はシステムから再印刷、
又は手書きにて修正をする

窓口にて変更後の受給者証を
渡す、又は後日郵送する
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 08 更生医療 小分類 03
変更申請（医療の具体的方針の変更・再認

定・医療機関追加変更・負担上限額変更）

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

申請書等

申請情報登録

判定依頼書の作成
障害者福祉
システム

判定依頼
書類一式

判定結果書類の
受領

判定依頼書類
一式の送付

判定結果書類

認定結果の登録
障害者福祉
システム

判定依頼書
調査書

【コメント】
本フローでは医療の具体的方針の変更・
期間延長・再認定、医療機関等の追加・
変更、負担上限額変更を扱う

更生相談所の判定を伴う変更申
請か？（医療の具体的方針の変
更・期間延長・再認定）

YES NO

B

A

【コメント】
期間延長は、市区町村にて決定
できる範囲（2週間程度で1回の
み）の場合、都道府県等への判
定依頼は行わない。

不備書類がある場合、不備情
報も入力して、再提出依頼を
する。
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 08 更生医療 小分類 03
変更申請（医療の具体的方針の変更・再認

定・医療機関追加変更・負担上限額変更）

却下の場合 認定の場合

却下通知書

障害者福祉
システム

却下通知書の作成

却下通知書の送付

受給者証等の作成
障害者福祉
システム

却下通知書

受給者証
自己負担上限額管理票
変更決定通知書　等

受給者証等の送付

受給者証
自己負担上限額管理票

変更決定通知書

A

再認定等で自己負担上限額
管理票を追加交付する必要
がある場合は、自己負担上

限額管理票も送付する。

必要により「支給認定決
定のお知らせ」を医療機
関へ送付する
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 08 更生医療 小分類 03
変更申請（医療の具体的方針の変更・再認

定・医療機関追加変更・負担上限額変更）

所得判定実施
障害者福祉
システム

B

受給者証
変更決定通知書

障害者福祉
システム受給者証等の作成

受給者証等の送付
受給者証

変更決定通知書

認定結果の登録 障害者福祉
システム

負担上限額変更の場合のみ

実施する

重度かつ継続に該当せず、
一定所得以上の場合は却下
通知書を出力する。
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 08 更生医療 小分類 04 再交付申請（紛失・破損）

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

申請書等

必要に応じて申請
情報登録

受給者証の印刷
障害者福祉
システム

受給者証の送付 受給者証

受給者証

不備書類がある場合、不備情
報も入力して、再提出依頼を
する。

窓口もしくは郵送
で再交付する
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都道府県審
査機関等

障害者福祉担当課会計課

区分 1 障害者福祉 大分類 08 更生医療 小分類 05 公費負担医療管理

請求情報受理

障害者福祉
システム

レセプト情報

請求情報登録

必要に応じて支出
情報確認

支出情報提出

支出情報

【コメント】
・レセプト情報の入力は、正しい
請求明細であるかのチェックで利
用する他、福祉行政報告例等の集
計で利用することが目的となる。
また、再審査、過誤等の事務処理
については標準準拠外での運用と
なる。

障害者福祉
システム請求情報点検

国保連又は支払基金から
の請求書に基づき支払い
を行う。
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住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 08 更生医療 小分類 06 更新申請

障害者福祉
システム

必要に応じて再認
定予定者の抽出

必要に応じてお知
らせ通知の送付

お知らせ通知
(宛名印刷)

【コメント】
・人工透析等の対象者で受給者証有
効期限が近付いている対象者に対し
てお知らせ通知を送付する。
・お知らせ通知送付後の処理は「変
更申請（医療の具体的方針の変更・
再認定・医療機関追加変更・負担上
限額変更）」と同様となる。
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住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 08 更生医療 小分類 07 返還（死亡等）

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

返還届

届出情報登録

【コメント】
・住基の異動情報より把握し、
死亡・転出情報を登録する場合
も含む

不備書類がある場合、必要に
応じて不備書類を入力の上、
再提出依頼をする。
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住民 障害者福祉担当課医師等

区分 1 障害者福祉 大分類 09 育成医療 小分類 01 新規申請

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

申請書等

申請情報登録

所得判定の実施
障害者福祉
システム

認定結果の登録
障害者福祉
システム

A

医学的判断

不備書類がある場合、不備
情報も入力して、再提出依

頼をする。

重度かつ継続に該当せず、
一定所得以上の場合は却下
通知書を出力する。
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住民 障害者福祉担当課医師等

区分 1 障害者福祉 大分類 09 育成医療 小分類 01 新規申請

却下の場合
認定の場合

却下通知書

障害者福祉
システム

却下通知書の作成

却下通知書の送付

A

受給者証等の作成
障害者福祉
システム

却下通知書

受給者証
自己負担上限額管理票
認定決定通知書　等

受給者証等の送付

受給者証
自己負担上限額管理票

認定決定通知書

必要により「支給認定決
定のお知らせ」を医療機
関へ送付する
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住民 障害者福祉担当課医師等

区分 1 障害者福祉 大分類 09 育成医療 小分類 02
記載事項変更

（氏名・住所・保険等）

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

届出書等

届出情報登録

受給者証の印刷
障害者福祉
システム

受給者証の送付

受給者証

受給者証

不備書類がある場合、不備情
報も入力して、再提出依頼を
する。

【コメント】
・保険変更に伴い負担上限額の見直しが
必要な場合は「03 変更申請（医療の具
体的方針の変更・再認定・医療機関追加
変更・負担上限額変更）」のフローの流
れになる。

受給者証はシステムから再印
刷、又は手書きにて修正をする

窓口にて変更後の受給者証を
渡す、又は後日郵送する
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住民 障害者福祉担当課医師等

区分 1 障害者福祉 大分類 09 育成医療 小分類 03
変更申請（医療の具体的方針の変更・再認

定・医療機関追加変更・負担上限額変更）

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

申請書等

申請情報登録

医学的判断

【コメント】
本フローでは医療の具体的方針の変更・
期間延長・再認定、医療機関等の追加・
変更、負担上限額変更を扱う

A

不備書類がある場合、不備情
報も入力して、再提出依頼を
する。

申請の種類により必要に応じ
て実施する。
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住民 障害者福祉担当課医師等

区分 1 障害者福祉 大分類 09 育成医療 小分類 03
変更申請（医療の具体的方針の変更・再認

定・医療機関追加変更・負担上限額変更）

却下の場合 認定の場合

却下通知書

障害者福祉
システム却下通知書の作成

却下通知書の送付

受給者証等の作成
障害者福祉
システム

却下通知書

受給者証
自己負担上限額管理票
変更決定通知書　等

受給者証等の送付

受給者証
自己負担上限額管理票

変更決定通知書

所得判定実施
障害者福祉
システム

A

所得判定実施
障害者福祉
システム

認定変更結果入力
障害者福祉
システム

負担上限額変更の

場合のみ実施する

必要により「支給認定決
定のお知らせ」を医療機
関へ送付する

重度かつ継続に該当せず、
一定所得以上の場合は却下
通知書を出力する。
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住民 障害者福祉担当課医師等

区分 1 障害者福祉 大分類 09 育成医療 小分類 04 再交付申請（紛失・破損）

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

申請書等

必要に応じて申請
情報登録

受給者証の印刷
障害者福祉
システム

受給者証の送付
受給者証

受給者証

不備書類がある場合、不備情
報も入力して、再提出依頼を
する。

窓口もしくは郵送
で再交付する
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都道府県審
査機関等

障害者福祉担当課会計課

区分 1 障害者福祉 大分類 09 育成医療 小分類 05 公費負担医療管理

請求情報受理

障害者福祉
システム

レセプト情報

請求情報登録

必要に応じて支出
情報確認

支出情報提出

支出情報

【コメント】
・レセプト情報の入力は、正しい
請求明細であるかのチェックで利
用する他、福祉行政報告例等の集
計で利用することが目的となる。
また、再審査、過誤等の事務処理
については標準準拠外での運用と
なる。

障害者福祉
システム請求情報点検

国保連又は支払基金から
の請求書に基づき支払い
を行う。
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住民 障害者福祉担当課医師等

区分 1 障害者福祉 大分類 09 育成医療 小分類 06 更新申請

障害者福祉
システム

必要に応じて再認
定予定者の抽出

必要に応じてお知
らせ通知の送付 お知らせ通知

(宛名印刷)

【コメント】
・受給者証有効期限が近付いている
対象者に対してお知らせ通知を送付
する。
・お知らせ通知送付後の処理は「変
更申請（医療の具体的方針の変更・
再認定・医療機関追加変更・負担上
限額変更）」と同様となる。
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住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 09 育成医療 小分類 07 返還（死亡等）

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

返還届

届出情報登録

【コメント】
・住基の異動情報より把握し、
死亡・転出情報を登録する場合
も含む

不備書類がある場合、必要に
応じて不備書類を入力の上、
再提出依頼をする。
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 10 精神通院医療 小分類 01 新規申請

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

申請書等

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

判定結果書類の
受領

進達用書類の送付

判定結果書類
判定結果の受領

申請情報登録

進達リスト

進達書類の送付

【コメント】
・指定都市、権限移譲市区町村に
おいては権限委譲により、都道府
県等への進達は行わず、判定処理
の実施や受給者証作成等を実施し
ているが、精神通院医療フロー共
通事項として一般市区町村事務を
主として記載してるいるため、判
定処理や受給者証印刷処理は割愛
している。

・指定都市における読み替え
障害者福祉担当課を区役所や支
所、都道府県を本庁やこころの健
康センターと読み替えること。ま
た判定結果の登録を本庁やこころ
の健康センターで行っている場合
等も適宜読み替えること。

所得判定実施
障害者福祉
システム

【コメント】
・本フローは他都道府県、又は同
一都道府県内の指定都市からの転
入申請も含む

A

不備書類がある場合、不備
情報も入力して、再提出依
頼をする。

判定結果が判明した後に
実施する場合もあり
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住民 都道府県 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 10 精神通院医療 小分類 01 新規申請

A

受給者証等の送付

・受給者証
・認定決定通知書
・自己負担上限額管理票　等

判定結果の登録
障害者福祉
システム

却下の場合 認定の場合

却下通知書

却下通知書の送付

必要に応じて交付
についての作成

障害者福祉
システム

受給者証の交付について

都道府県から送付された
ものを送付する
※認定決定通知書を作成

しない都道府県も多い
※または、受給者証の交
付についてを出力し対象

者へ送付

都道府県から送付さ
れたものを送付する
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 10 精神通院医療 小分類 02
記載事項変更
（氏名・住所・保険等）

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

記載事項
変更届

受給者証

受給者証の送付

届出情報登録

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達リスト
進達書類の送付

進達書類一式

進達書類の送付

【コメント】
・本フローは氏名・住所変更等の記載事
項変更に関するフローとなっている。な
お、住所変更は同一都道府県内の市区町
村（指定都市を除く）からの転入に伴う
住所変更を含む。

・保険変更に伴い負担上限額の見直しが
必要な場合は「03 変更申請（医療機関
変更・負担上限額変更）」のフローの流
れになる。

受給者証の受領

受給者証

受領結果の登録

受給者証の受領

障害者福祉
システム

不備書類がある場合、不備情
報も入力して、再提出依頼を
する。

現行の受給者証を書換える運
上をする自治体もあるため必
ずしも都道府県より受給者証
を受領するものではない。
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 10 精神通院医療 小分類 03
変更申請
（医療機関変更・負担上限額変更）

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

申請書等

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

判定結果書類の
受領

進達用書類の送付

判定結果の受領

申請情報登録

進達リスト

進達書類の送付

【コメント】
本フローでは医療機関等の追加・
変更、負担上限額変更を扱う

判定結果書類

A

所得判定実施
障害者福祉
システム

不備書類がある場合、不備情
報も入力して、再提出依頼を
する。

・負担上限額変更の場合のみ
・判定結果が判明した後に実
施する場合もあり
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住民 都道府県 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 小分類 03
変更申請

（医療機関変更・負担上限額変更）

受給者証等の送付

・受給者証
・認定決定通知書
・自己負担上限額管理票　等

認定の場合

却下通知書

却下通知書の送付

却下の場合

A

判定結果の登録
障害者福祉
システム

必要に応じて交付
についての作成

障害者福祉
システム

受給者証の交付について

10 精神通院医療

都道府県から送付された

ものを本人に送る

都道府県から送付された
ものを送付する
※認定決定通知書を作成

しない都道府県も多い
※または、受給者証の交
付についてを出力し対象

者へ送付
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 10 精神通院医療 小分類 04 再交付申請（紛失・破損）

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

再交付申請

申請情報登録

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

受給者証の受領

進達用書類の送付

受給者証

受領結果の登録

進達書類の送付

受給者証の受領

進達リスト

障害者福祉
システム

受給者証の送付

受給者証

不備書類がある場合、不備情
報も入力して、再提出依頼を
する。

受給者証は都道府県から

送付されたものを送付する
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 小分類 05 更新申請

障害者福祉
システム

必要に応じて更新
対象者の抽出

必要に応じてお知
らせ通知の送付

受給者証の更新について
（お知らせ）

お知らせ通知

10 精神通院医療

【コメント】
・受給者証有効期限が近付いている対象者
に対してお知らせ通知を送付する。

・お知らせ通知送付後の処理は「変更申請
（医療機関変更・負担上限額変更）」と同
様となる。

・精神障害者保健福祉手帳と同時に通知す
る場合は、精神障害者保健福祉手帳の業務
フローに記載している。
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住民 障害者福祉担当課都道府県等

区分 1 障害者福祉 大分類 10 精神通院医療 小分類 06 返還届出(死亡・転出等）

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

返還届

進達用書類の作成
障害者福祉
システム

進達書類一式

進達用書類の送付

進達書類の送付

届出情報登録

進達リスト等

【コメント】
・市区町村システムで、死亡・転出の住基異
動情報等を把握して、職権にてシステムに減
異動の登録をするケースもある。
・転出の場合は届出を求めていない市区町村
もある。

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報を入力の上、
再提出依頼をする。
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 11 補装具 小分類 01 支給決定

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

申請書等

申請情報登録

所得判定の実施、
調査書の作成

調査書

A

【コメント】
本フローは補装具の借受けに関する
差異は省略しているものとする。

【コメント】
・政令指定都市においては権限委譲に
より、都道府県等への判定依頼は行わ
ず、判定処理の実施をしているが、補
装具フロー共通事項として一般市区町
村事務を主として記載してるいるた
め、判定処理等については割愛をして
いる。

・指定都市における読み替え
障害者福祉担当課を区役所や支所、都
道府県を本庁や更生相談所と読み替え
ること。また判定結果の登録を本庁や
更生相談所で行っている場合等も適宜
読み替えること。

障害者福祉
システム

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報を入力の上、

再提出依頼をする。
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 11 補装具 小分類 01 支給決定

A

判定依頼資料の
送付

判定依頼書等

判定依頼書等の
作成

障害者福祉
システム

判定依頼書
判定通知書

更生相談所の判定
が必要か？

YES NO

判定結果資料の
受領

判定結果の登録

支給決定か？

YES

NO

障害者福祉
システム

却下決定通知書の
作成

却下決定通知書

却下決定通知書の
送付

却下通知書

障害者福祉
システム

判定実施

支給決定通知書等
の作成

判定結果資料

障害者福祉
システム

支給決定通知書
支給券等

支給決定通知書等
の送付

決定通知書
支給券等

本人の来所が必要な装具の場
合は資料だけではなく本人来
所にて判定を実施
※判定通知書を本人に送付

必要に応じて業
者に対しても決
定通知書を送付
する。
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住民 障害者福祉担当課補装具業者 会計課

区分 1 障害者福祉 大分類 11 補装具 小分類 02 補装具費支給

請求書関連書類の
受領

請求書
委任状
支給券

補装具費の請求

必要に応じて請求
内容の確認

障害者福祉
システム

支出情報提出

支出情報

対象者が代理受領委任をして
いない場合は、対象者が補装
具費の請求を行う。

支払日の登録

請求内容に不備がある場合、
業者等に確認をする。

対象者又は事業者からの請求
に基づき支払いを行う。
※財務会計システムにて行う
ケースを前提として記載して
いる。
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 12 特別児童扶養手当 小分類 01 認定請求～認定

申請受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

認定請求書等

申請情報登録

・不備書類がある場合、必要に応
じて不備情報を入力の上、再提出
依頼をする。

・必要に応じて医師照会に関して
入力する。

・公的給付支給等口座の利用の意
思がある場合は、情報提供ネット
ワークシステムを通じて公金受取
口座情報を取得し、障害者福祉シ
ステムに口座情報を登録するこ
と。

提出書類一式

提出書類の送付

関係書類提出書の
作成

提出書類の送付

審査結果の受領

審査結果の登録

障害者福祉
システム

障害者福祉
システム

関係書類
提出書

認定通知書
有期認定通知書

認定請求却下通知書
支給停止通知書

却下の場合

却下通知書の送付

認定請求
却下通知書

認定の場合

A

認定であるか

【コメント】
・指定都市、権限移譲市区町村におい
ては、都道府県への進達は行わず、審
査処理の実施や認定通知書作成等を実
施しているが、特別児童扶養手当フロ
ー共通事項として指定都市、権限移譲
市区町村以外の事務（進達事務）を主
として記載しているため、審査処理や
認定通知書印刷処理は割愛している。

・指定都市における読み替え
障害者福祉担当課を区役所や支所、都
道府県を本庁等と読み替えること。ま
た審査結果の登録を本庁で行っている
場合等も適宜読み替えること。

証書の交付について
認定通知書

有期認定通知書
認定請求却下通知書

支給停止通知書

却下通知書は都道府県
から送付されたものを
対象者へ送付

認定通知書・有
期認定通知書・
認定請求却下通
知書・支給停止
通知書は、指定
都市・権限移譲
団体の場合のみ
作成

（指定都市・権限移譲団体の
場合）
転入の場合は、受給資格者移
管通知書を作成し、転入前自
治体に送付する。

所得審査の
結果を含む

所得審査の
結果を含む

「審査処理の実施や証書作成
等を実施」
⇒「審査処理の実施や認定通

知書作成等を実施」に修正

書類名から「証書」を削除

書類名、その下の説明

文から「証書」を削除

「審査処理や証書印刷処理は
割愛」
⇒「審査処理や認定通知書印

刷処理は割愛」に修正
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住民 都道府県 障害者福祉担当課

区分 1 障害者福祉 大分類 12 特別児童扶養手当 小分類 01 認定請求～認定

A

認定通知書等の送
付

認定通知書等

・対象者の資格状態に応じて必
要書類を送付する
・認定通知書は都道府県から送
付されたものを対象者へ送付

書類名から「証書」を削除

「・認定通知書・証書は都道府県から
送付されたものを対象者へ送付
※都道府県から認定通知書が送付さ
れない場合は、証書の交付について

を出力し対象者へ送付する」
⇒「・認定通知書は都道府県から送付

されたものを対象者へ送付」に修正

「認定通知書等の送付」の下にある
「必要に応じて証書受領書の作
成」、「証書受領書の提出」フローは

不要となるため削除

「認定通知書・証書等の送付」

⇒「認定通知書等の送付」に修正
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 12 特別児童扶養手当 小分類 02 資格喪失

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

資格喪失届

届出情報登録

提出書類の送付

関係書類

【コメント】
未支払いの手当があり、未支払
特別児童扶養手当請求書も合わ
せて提出された場合は、当請求
書も含む

【コメント】
・市区町村システムでは、死亡・転出
の住基異動情報等を把握して、職権に
てシステムに減異動の登録をする場合
もある。

喪失通知書の受領

喪失通知書

喪失通知書の作成
障害者福祉
システム

喪失通知書の送付

喪失通知書 喪失通知書

喪失通知書は都道府県
から送付されたものを
対象者へ送付

指定都市・権限移譲団体の場
合のみ作成

・「証書交付停止報告書」が無くなると想定
されるため、「提出書類作成」フロー及び
「証書交付停止報告書の作成はシステム外で
の対応となる」のコメントを削除。
・「停止報告書　関係書類　証書」を「関係書

類」に修正。
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 12 特別児童扶養手当 小分類 03 所得状況届

所得状況表の受領

必要に応じて送付
帳票の作成

障害者福祉
システム

送付帳票の送付

関係書類提出書の
作成

障害者福祉
システム

所得状況届の
提出について等

所得状況届の提出について
現況届

所得状況届

障害者福祉
システム

A

不備がある場合、再提出依頼

所得状況表

関係書類提出書

所得状況届

所得状況届の受領

必要に応じて
現況の入力

障害者福祉
システム

所得状況表の確認

都道府県からの委任等、必要に応
じて、現況の入力、所得判定を行
う
（一括で登録する自治体もあり）

必要に応じて「所得状況表」を元
に「所得状況届の提出について」
の印刷対象者であるか障害者福祉
システムで確認する

都道府県で作成した帳票を

対象者へ送付する場合もあり

マイナンバーを利用した
マイナポータル（ぴった
りサービス）による所得
状況届の提出を含む
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 12 特別児童扶養手当 小分類 03 所得状況届

A

支給要件を満
たしているか

支給停止通知書
の送付

NO

支給停止通知書

提出書類の送付

審査結果の受領

提出書類一式

関係書類

必要に応じて通知
書等の作成

YES

障害者福祉
システム

支給停止解除通知書
受給証明書

通知書等の送付

支給停止解除通知書
受給証明書

審査結果の登録
障害者福祉
システム

提出書類の送付

支給停止通知書

【コメント】
受給証明書は、送金通知書払いの受給者及び地方自治体による水道
料金の減免等の他の制度における申請手続等において身分証として
必要とする希望者に対して、有期認定期間等の変更により受給者で
あることを証明する期間に変更が出る場合に作成する。

支給停止通知書は
都道府県から送付
されたものを本人
に送る

支給停止中の対象者へ都道
府県から市町村に送付され
る支給停止解除通知書を送
付する

一括で登録する
自治体もあり

支給停止通知書は、
指定都市・権限移譲
団体の場合のみ作成

証書を削除

証書の交付について、証書受領書
を削除し、支給停止解除通知書、

受給証明書を追加。

「証書受領書の提出」フローを丸ごと削除

証書を削除

証書を削除証書を削除

証書の交付について、証書を削除

し、受給証明書を追加
支給停止解除通知
書、受給証明書は、
指定都市・権限移譲
団体の場合のみ作成

コメントを丸ごと追加
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 12 特別児童扶養手当 小分類 04 有期認定

必要に応じて有期
認定者の確認

必要に応じてお知
らせ通知の作成

障害者福祉
システム

お知らせ通知の
送付

障害者福祉
システム

診断書の提出について

診断書の提出について

関係書類
有期認定診断書

A

関係書類
有期認定診断書の

受領

有期認定診断書の
登録

障害者福祉
システム

都道府県にて有期認定
対象者の通知書を作成
する場合が多い

・不備書類がある場合、必要
に応じて不備情報を入力の
上、再提出依頼をする。

・必要に応じて医師照会に関
して入力する。
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 12 特別児童扶養手当 小分類 04 有期認定

A

関係書類提出書の
作成

障害者福祉
システム

関係書類
提出書

提出書類の送付

提出書類一式

審査結果の受領

認定通知書
有期認定通知書
喪失通知書

審査結果の登録
障害者福祉
システム

認定で
あるか

喪失通知書の送付

喪失の場合

喪失通知書

認定の場合

提出書類の送付

認定通知書等の送
付

認定通知書等

認定通知書
有期認定通知書

喪失通知書

喪失通知書は都道府県
から送付されたものを
対象者へ送付

認定通知書等は都道府
県から送付されたもの
を対象者へ送付

認定通知書・有期認定通
知書・喪失通知書は、指
定都市・権限移譲団体の
場合のみ作成

証書を削除

証書、証書の交付についてを削除

証書を削除

証書受領書の作成、県

への提出フローを削除

証書を削除

有期認定により、受給証明書の有効となる
期限が変更となるため、受給証明書の出

力、送付を追加したほうがよいか？
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 12 特別児童扶養手当 小分類 05 変更届（氏名・住所・口座等）

届出受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

変更届

届出情報登録

処理済報告書作成 障害者福祉
システム

処理済報告書
処理済報告書送付

処理済報告書

氏名・住所・口座変
更等に伴う変更届

・不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報を入力の上、再
提出依頼をする。

・口座変更の場合、公的給付支
給等口座の利用の意思がある場
合は、情報提供ネットワークシ
ステムを通じて公金受取口座情
報を取得し、障害者福祉システ
ムに口座情報を登録すること。

（指定都市・権限移譲団体の
場合）
転出の場合は、受給資格者移
管通知書等を作成し、転出先
自治体に送付する。

「再交付不要の場合は、届出受
理時に証書へ記載事項変更内
容を記載して本人に渡す」の

説明文を丸ごと削除

「証書の再交付が必要」かどうかの分岐フロー

を削除

Yesの場合に続く２ページ目を丸ごと削除

「再交付申請・証書亡失届」を削除

ファイル名も変更
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 12 特別児童扶養手当 小分類 06 額改定請求

額改定請求/届
受理

障害者福祉
システム

不備書類の確認

額改定情報登録

障害者福祉
システム

関係書類提出書の
作成

提出書類の送付

提出書類一式

審査結果の受領

額改定通知書
額改定請求却下通知書 障害者福祉

システム審査結果の登録

額改定請求書
額改定届等

関係書類
提出書

却下通知書の送付

額改定請求
却下通知書

A

提出書類の送付

認定であるか

却下の場合 認定の場合

額改定通知書
額改定請求却下通知書

不備書類がある場合、必要に
応じて不備情報を入力の上、
再提出依頼をする。

却下通知書は都道府県
から送付されたものを
対象者へ送付

額改定通知書・額改定
請求却下通知書は、指
定都市・権限移譲団体
の場合のみ作成

証書を削除

証書、証書の交付についてを削除

下の説明文からも証書を削除
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 12 特別児童扶養手当 小分類 06 額改定請求

A

額改定通知書等の
送付

額改定通知書等

認定通知書は都道府県
から送付されたものを
対象者へ送付

証書を削除

書類名から証書を削除

説明文からも証書を削除
「※都道府県から認定通知書が送付さ
れない場合は、証書の交付についてを
出力し対象者へ送付」の記載を丸ごと削

除

証書受領書の作成、県への証書受領書

の提出フローを丸ごと削除
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 小分類 07 年齢到達

必要に応じて20歳
到達対象者の抽出

必要に応じてお知
らせ通知の作成

障害者福祉
システム

お知らせ通知の
送付

障害者福祉
システム

お知らせ通知

お知らせ通知

12 特別児童扶養手当

都道府県にて対象者の通知書を作
成する場合が多いが、職権で喪失
し、喪失通知書を対象者へ直接送
付する場合もある

20歳到達に伴い、資格喪失届（児童1
人の場合）、もしくは額改定届等
（児童が複数の場合）を届け出る旨
のお知らせ通知となるが、障害者福
祉システムからは窓空き宛名もしく
は宛名シールの出力となる
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 12 特別児童扶養手当 小分類 08 一時差止

必要に応じて
差止情報の登録

必要に応じて
差止通知書の作成

障害者福祉
システム

差止通知書の送付

障害者福祉
システム

差止通知書差止通知書

【コメント】
・差止処理後に所得状況届が提出され、
かつ支給要件を満たしていた場合は差止
解除処理を行い、差止解除通知を送付す
る。
なお、所得状況届未提出者が提出した結
果、支給要件を満たしていなかった場合
は、差止解除をするとともに支給停止処
理を行う。

・差止が解除された場合、差止期間中の
手当額は次回定例払いで支払を行うが、
本人の希望により必要に応じて随時払い
も行う。

必要に応じて
差止情報の連絡

所得状況未提出の場合に
差止情報の登録をする。

障害者福祉システムから
は窓空き宛名もしくは宛
名シールの出力となる

差止を行っていない都道
府県が多数見受けられる
が、差止通知書を作成し
送付する都道府県もあり

差止通知書が都道府県から
送付される場合は作成不要
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住民 障害者福祉担当課厚生労働省

区分 1 障害者福祉 大分類 12 特別児童扶養手当 小分類 09 手当支払

支払情報の確認
障害者福祉
システム

支払情報の確定
障害者福祉
システム

支出情報の登録、
作成

障害者福祉
システム

支出情報

支出情報の提出

支払用データ
振込及び送金データ送付書

支払対象者一覧表 振込不能
連絡あり YES

NO

A

・支払額・支払対象者・口座情報
等の確認を行う。

・公的給付支給等口座の利用者
は、情報提供ネットワークシステ
ムを通じて公金受取口座登録シス
テムから公金受取口座情報を自動
で取得し、給付金等の振込先口座
として利用できること。

【コメント】
・指定都市における読み替え
支払情報の確認は区役所、支払情
報の確定や支出情報の出力は本
庁、といった部署をまたいだ処理
を行っている場合は適宜読み替え
ること。

・権限移譲されていない区市町村
の場合は、当業務フローは該当し
ない。

支払用データ

支払対象者一覧表

支払情報に問題がなければ

支払情報を確定させる。

「振込及び送金データ送付書」は
標準準拠システム外で作成するこ

と。
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住民 障害者福祉担当課厚生労働省

区分 1 障害者福祉 大分類 12 特別児童扶養手当 小分類 09 手当支払

A

振込先の確認
障害者福祉
システム

振込先の更新
障害者福祉
システム

支出情報の出力
障害者福祉
システム

支出情報
支出情報の提出

支払用データ
振込及び送金データ送付書

支払対象者一覧表

申請書等とシステム内容の突
合をする。（必要に応じて申

請者へも確認をする）

支払用データ

支払対象者一覧表

「振込及び送金データ送付書」は
標準準拠システム外で作成するこ

と。

厚生労働省への提出は、媒体郵送

ではなく電子メールでも可能
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住民 障害者福祉担当課都道府県

区分 1 障害者福祉 大分類 小分類 10 受給証明

申請情報登録 障害者福祉
システム

12 特別児童扶養手当

受給証明
申請書受理

受給証明
申請書

受給証明申請書
関係書類提出書

提出書類の送付

関係書類提出書の
作成

提出書類の送付

受給証明書の受領

関係書類
提出書

障害者福祉
システム

受給証明書

受給証明書の送付

受給証明書

受給証明書の送付

【コメント】
・当フローは、令和６年８月１日施行の特別児童扶養手当証書の廃止等に伴い追加している。
・送金通知書払いの受給者及び地方自治体による水道料金の減免等の他の制度における申請手続等
において身分証として必要とする希望者に対して「特別児童扶養手当受給証明書」を交付する事務
である。
・現況事務において、有期認定期間等の変更により受給者であることを証明する期間に変更が出る
場合は、「03 所得状況届」フローに記載している。

指定都市の場合は、区役所で
「受給証明書」の出力も可能。

障害者福祉システムから「受給
証明申請書」の出力も可能。
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